
●欧州配備の米核爆弾
国名 基地 搭載機

（所属国）
核爆弾の数 計米国分担 受入国分担

ベルギー クライネ・ブローゲル F-16（ベルギー） 0 20 20

ドイツ ビュヒェル PA-200（独）※ 0 20 20

イタリア アビアノ※※ F-16C/D（米） 20 0 20

ゲディ・トーレ PA-200（伊）※ 0 20 20

オランダ フォルケル F-16（蘭） 0 20 20

トルコ インジルリク F-16C/D（米） 50 0 50

合計 70 80 150※※

（表注） ※    PA-200は、米独伊共同開発の戦闘爆撃機で、「トルネード」と通称される。
※※ 合計が180から150に減った。その理由は明確ではない。アビアノで保安上の理由で2015年に貯蔵庫が

減ったとの情報があるので、その数を減らした。

4 核兵器依存国の政策 2020年6月

核兵器禁止条約（TPNW）

2017年7月7日、122か国の賛成により核兵器禁止条約が採択された。核
兵器そのものを非合法化する初めての国際条約である。第1条で核兵器の開
発、実験、生産、製造、保有、貯蔵、移譲、使用及び使用の威嚇を禁止するのみな
らず、これら禁止行為の奨励や誘導を禁止している。従って、他国に核使用を
要請する「核の傘」政策も禁止することになる。発効に必要な50か国の批准
をめざした国際的な努力が続いてきたが、2020年10月24日、ホンジュラス
の批准により50か国に達した（本章9）。

❖核兵器の禁止に関する条約❖

この条約の締約国は、
　国際連合憲章の目的及び原則の実現に貢献することを決意し、
　核兵器のいかなる使用もがもたらす壊滅的な人道上の帰結を深く憂慮し、その結果として核兵器
が完全に廃絶されることが必要であり、このことがいかなる場合にも核兵器が決して再び使用され
ないことを保証する唯一の方法であり続けていることを認識し、
　核兵器が継続的に存在することによりもたらされる危険（事故による、誤算による又は意図的な
核兵器の爆発によりもたらされるものを含む。）に留意し、これらの危険はすべての人類の安全に関
わり、すべての国が核兵器のあらゆる使用を防止する責任を共有していることを強調し、
　核兵器の壊滅的な帰結は、適切に対処できないものであること、国境を越えること、人類の生存、
環境、社会経済的な発展、世界経済、食料の安全及び現在と将来の世代の健康に重大な影響を与える
こと、並びに女性及び少女に不均衡な影響（電離放射線の結果としての影響を含む。）を及ぼすこと
を認識し、

採択  　2017年7月7日
署名開放　2017年9月20日

Guid
e

　1968年以来毎年開催される国防長官を長
とする「米韓安保協議会議」の共同コミュニ
ケで「核の傘」が確認されてきたが、最新の
20年10月14日（ワシントン）のものは、次の
ように表現している。

「国防長官は、米国の核兵器、通常戦力、お
よびミサイル防衛能力を含むあらゆる軍
事能力を使用して、韓国に対し拡大抑止
を提供する米国の継続的なコミットメン
トを再確認した。」
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　核軍縮を求める倫理上の要請があること及び核兵器のない世界を達成しかつ維持する緊急性が
あることを認め、このことが、世界の最上位にある公共善であり、国および集団双方にとっての安全
保障上の利益に資することを認め、
　核兵器の使用の被害者（ヒバクシャ）及び核兵器の実験により影響を受ける者にもたらされる容
認し難い苦しみと害に留意し、
　先住民に対する核兵器活動の不均衡な影響を認識し、
　すべての国がいかなる時も適用可能な国際法（国際人道法及び国際人権法を含む。）を遵守する必
要があることを再確認し、
　国際人道法の諸原則及び諸規則、特に武力紛争の当事者が戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は無制
限ではないという原則、区別の規則、無差別攻撃の禁止、攻撃の際の均衡性及び予防措置の規則、そ
の性質上過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器を用いることは禁止されているという規則並び
に自然環境を保護する規則に立脚し、
　核兵器のいかなる使用も武力紛争に適用される国際法の規則、特に国際人道法の原則及び規則に
違反するであろうことを考慮し、
　また、核兵器のいかなる使用も人道の諸原則及び公共の良心に反するであろうことを再確認し、
　国は、国際連合憲章に従い、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる
国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方
法によるものも慎まなければならないこと、並びに国際の平和及び安全の確立及び維持は、世界の
人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少なくして促進されるべきことを想起し、
　また、1946年1月24日に採択された国際連合総会の最初の決議及び核兵器の廃絶を求めるその
後の決議を想起し、
　核軍縮の進展が緩慢であること、軍事上及び安全保障上の概念、教義及び政策において継続的に
核兵器に依存していること、並びに核兵器システムの生産、維持及び近代化の計画のために経済的
及び人的資源を浪費していることを憂慮し、
　核兵器の法的拘束力のある禁止は、核兵器の不可逆的で、検証が可能であり、かつ透明性を有する
廃絶を含む、核兵器のない世界の達成及び維持に向けた重要な貢献となることを認識し、この目的
に向けて行動することを決意し、
　厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍縮に向けての効果的な前進を達成
する目的をもって行動することを決意し、
　厳重かつ効果的な国際管理の下におけるあらゆる点での核軍縮に至る交渉を誠実に追求しかつ
完結させる義務が存在することを再確認し、
　また、核兵器の不拡散に関する条約は核軍縮及び不拡散体制の礎石として機能しており、その十
分かつ効果的な実施は、国際の平和及び安全の促進において不可欠な役割を果たしていることを再
確認し、
　核軍縮及び不拡散体制の中核的要素としての包括的核実験禁止条約及びその検証体制の不可欠
な重要性を認識し、
　当該地域の諸国間で自由に締結される取極を基礎として、国際的に承認された非核兵器地帯を創
設することは、世界及び地域の平和及び安全を強固にし、核不拡散体制を強化し、並びに核軍縮の目
標を実現することに対して貢献する、という確信を再確認し、
　この条約のいかなる規定も、無差別に平和的目的のための原子力の研究、生産及び利用を発展さ
せることについてのすべての締約国の奪い得ない権利に影響を及ぼすものと解してはならないこ
とを強調し、
　女性及び男性の双方による平等、十分かつ効果的な参加は、持続可能な平和及び安全を促進し及
び達成することにとり不可欠な要素であることを認識し、女性の核軍縮への効果的な参加を支援し
かつ強化することを約束し、
　また、あらゆる点での平和及び軍縮教育の重要性並びに核兵器が現在及び将来の世代にもたらす
危険及び帰結についての意識を高めることの重要性を認識し、この条約の原則及び規範の周知を図

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
１
章
◉
軍
縮
全
般（
核
軍
縮
を
中
心
に
）

4646



ることを約束し、
　核兵器の全面的な廃絶の要請に示された人道の諸原則の推進における公共の良心の役割を強調し、
また、このために国際連合、国際赤十字・赤新月運動、その他の国際機関及び地域的機関、非政府機関、
宗教指導者、議員、学術研究者、及びヒバクシャが行っている努力を認識し、
　次のとおり協定した。
第1条（禁止）
　締約国は、いかなる場合にも、次のことを行わないことを約束する。
（a）核兵器その他の核爆発装置を開発し、実験し、生産し、製造し、その他の方法によって取得し、保

有し又は貯蔵すること。
（b）核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいずれかの者に対して直接又は間接に移譲すること。
（c）核兵器その他の核爆発装置又はその管理を直接又は間接に受領すること。
（d）核兵器その他の核爆発装置を使用すること又は使用するとの威嚇を行うこと。
（e）この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者に対して、

いかなる様態によるかを問わず、援助し、奨励し又は勧誘すること。
（f）この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者から、い

かなる様態によるかを問わず、いずれかの援助を求めること又は援助を受けること。
（g）自国の領域又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所において、核兵器その他の核爆発装置

を配置し、設置し又は配備することを許可すること。
第2条（申告）
1　締約国は、この条約が自国について効力を生じた後30日以内に、国際連合事務総長に対して申

告を行うものとし、当該申告において、
（a）この条約が自国について効力を生じる前に、核兵器その他の核爆発装置を所有していたか否か、

占有していたか否か又は管理していたか否か、及び核兵器に関連するすべての施設の除去若し
くは転換を含む自国の核兵器計画の除去を行っていたか否かを申告する。

（b）前条（a）にかかわらず、核兵器その他の核爆発装置を所有しているか否か、占有しているか否か
又は管理しているか否かを申告する。

（c）前条（g）にかかわらず、自国の領域又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に、他の国が所
有し、占有し又は管理する核兵器その他の核爆発装置が存在するか否かを申告する。

2　国際連合事務総長は、前項の規定に基づき受領したすべての申告を全締約国に対して送付する。
第3条（保障措置）
1　次条1又は2が適用されない締約国は、将来において自国が採択する追加の関連する文書に影響

を及ぼすことなく、少なくとも、この条約が効力を生じた時点において自国について効力を有す
る国際原子力機関の保障措置に関する義務を維持する。

2　次条1又は2が適用されない締約国であって、国際原子力機関と包括的な保障措置協定
（INFCIRC/153(Corrected)）を締結していないか、又は同協定の効力が生じていない締約国は、
同機関と同協定を締結しかつ発効させる。その協定の交渉は、この条約が当該当事国につき効力
を生じた時から180日以内に開始しなければならない。その協定は、この条約が当該締約国に
つき効力を生じた時から18箇月以内に効力を生ずるものとする。締約国は、その後は、将来にお
いて自国が採択する追加の関連する文書に影響を及ぼすことなく、この義務を維持する。

第4条（核兵器の全面的な廃絶に向けた措置）
1　2017年7月7日の後に、核兵器その他の核爆発装置を所有し、占有し又は管理しており、かつこ

の条約が自国につき効力を有する前に、核兵器に関連するすべての施設の除去若しくは不可逆
的な転換を含む自国の核兵器計画の除去を行った締約国は、自国の核兵器計画を不可逆的に除
去したことを確認することを目的として、この条の6に従って指定された権限のある国際当局
と協力する。この当局は、全締約国に対して報告する。当該締約国は、申告された核物質が平和
的な核活動から転用されていないこと及び当該締約国全体において申告されていない核物質又
は活動が存在しないことにつき信頼できる保証を供与するに十分な保障措置協定を国際原子力
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機関と締結する。その協定の交渉は、当該締約国につきこの条約が効力を生じた時から180日
以内に開始しなければならない。その協定は、この条約が当該締約国につき効力を生じた時から
18箇月以内に効力を生ずるものとする。締約国は、その後は、将来において自国が採択する追加
の関連する文書に影響を及ぼすことなく、この義務を維持する。

2　第1条（a）にかかわらず、核兵器その他の核爆発装置を所有し、占有し又は管理している締約国は、
直ちにその核兵器その他の核爆発装置を運用上の地位から撤去し、可及的速やかにかつ最初の
締約国会合により決定される期日までに、当該締約国の核兵器計画についての検証を伴いかつ
不可逆的に除去を行うための法的な拘束力を有しかつ期限を伴う計画（核兵器に関連するすべ
ての施設の除去又は不可逆的な転換を含む。）に従い、その核兵器その他の核爆発装置を廃棄する。
当該締約国は、この条約が自国につき効力を生じた後60日以内にこの計画を全締約国又は全締
約国が指定する権限のある国際当局に提出する。その後に、この計画はこの権限のある国際当局
と交渉され、同当局は、後に最も早く開催される締約国会合又は検討会合のいずれかに対して、
これら会合の手続規則に基づ４く承認のために、この計画を提出する。

3　前項が適用される締約国は、申告された核物質が平和的な核活動から転用されていないこと及
び当該締約国全体において申告されていない核物質又は活動が存在しないことにつき信頼でき
る保証を供与するに十分な保障措置協定を国際原子力機関と締結する。その協定の交渉は、前項
に定める計画の実施が完了する期日までに開始しなければならない。その協定は、交渉開始の日
の後18箇月以内に効力を生ずるものとする。締約国は、その後は、将来において自国が採択する
追加の関連する文書に影響を及ぼすことなく、この保障措置に関する義務を維持する。この項に
定める協定の効力が生じた後、締約国は、この条に基づく自国の義務の履行につき国際連合事務
総長に対して最終申告を提出する。

4　第1条（b）及び（g）にかかわらず、自国の領域又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に、他
の国が所有し、占有し又は管理する核兵器その他の核爆発装置が存在する締約国は、可及的速や
かにかつ最初の締約国会合により決定される期日までに、その核兵器その他の核爆発装置の速
やかな撤去を確保する。その核兵器その他の核爆発装置の撤去に際して、この条に基づく自国の
義務の履行につき国際連合事務総長に対して申告を提出する。

5　この条が適用される締約国は、この条に基づく自国の義務の履行が完了するまで、この義務の実
施の進捗状況につき締約国会合及び検討会合に報告する。

6　全締約国は、この条の1、2及び3に従い、核兵器計画の不可逆的な除去（核兵器に関連するすべ
ての施設の除去又は不可逆的な転換を含む。）につき交渉し及びこの除去を確認する権限のある
国際当局を指定する。この条の1又は2の規定が適用される締約国につきこの条約の効力が生じ
る前に、この指定が行われない場合は、国際連合事務総長は、必要な決定を行うために締約国に
よる特別の会合を招集する。

第5条（国内の実施措置）
1　締約国は、この条約に基づく自国の義務を履行するために必要な措置をとる。
2　締約国は、この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって、自国の管轄若しくは

管理の下にある者による活動又は自国の管轄若しくは管理の下にある領域における活動を防止
し、及び抑止するため、立法上、行政上その他の措置（罰則を設けることを含む。）をとる。

第6条（被害者に対する援助及び環境の回復）
1  締約国は、核兵器の使用又は実験により影響を受けた自国の管轄の下にある個人について、適用

可能な国際人道法及び国際人権法に従い、年齢及び性別に配慮した援助（医療、リハビリテーショ
ン及び心理的な支援を含む。）を適切に提供し、並びにこれらの者が社会的及び経済的に包容さ
れるようにする。

2 締約国は、核兵器その他の核爆発装置の実験又は使用に関係する活動の結果として汚染された
自国の管轄又は管理の下にある地域に関して、汚染された地域の環境上の回復に向けた必要か
つ適切な措置をとる。

3 この条の1及び2に基づく義務は、国際法又は二国間の協定に基づく他の国の義務に影響を及ぼ
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さない。
第7条（国際協力および援助）
1 締約国は、この条約の実施を促進するために他の締約国と協力する。
2 締約国は、この条約に基づく義務を履行するに当たり、可能な場合には他の締約国からの援助を

求め及び受ける権利を有する。
3 援助を提供することのできる締約国は、この条約の実施を促進するために、核兵器の使用又は実

験により影響を受けた締約国に対して技術的、物的及び財政的援助を提供する。
4 援助を提供することのできる締約国は、核兵器その他の核爆発装置の使用又は実験の被害者の

ための援助を提供する。
5 この条に基づく援助は、特に、国際連合及びその関連機関、国際的な、地域的な若しくは国の機関、

非政府機関、赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社連盟若しくは各国赤十字・赤新月社を通じ
て又は二国間で提供することができる。

6 締約国が国際法に基づき負う他の義務に影響を与えることなく、核兵器その他の核爆発装置を
使用し又は実験した締約国は、被害者の援助及び環境の回復を目的として、影響を受けた締約国
に対して適切な援助を提供する責任を有する。

第8条（締約国会合）
1 締約国は、関連する規定に従いこの条約の適用又は実施に関する問題について、並びに核軍縮の

ための更なる措置について検討するため及び必要な場合には決定を行うために定期的に会合す
る。これには次の事項を含む。

（a）この条約の実施及び締結状況
（b）�核兵器計画の検証及び期限を伴いかつ不可逆的な除去のための措置（この条約に対する追加の

議定書を含む。）
（c）この条約の規定に従いかつ適合する他の事項
2  最初の締約国会合については、この条約が効力を生じた後1年以内に国際連合事務総長が招集する。

更なる締約国による会合は、締約国による別段の合意がある場合を除き、2 年毎に、同事務総長
が招集する。締約国会合は最初の会期において手続規則を採択する。その採択に至るまでの間、
核兵器の全面的な廃絶に向けた核兵器を禁止する法的拘束力のある条約を交渉する国際連合会
議の手続規則を適用する。

3  締約国の特別の会合は、必要と認められる場合、締約国からの書面による要請に基づき、かつ締
約国の少なくとも3分の1がその要請を支持するとき、国際連合事務総長により、招集される。

4  この条約が効力を生じてから5年の期間の後、国際連合事務総長は、この条約の運用及びこの条
約の目的の達成についての進展を検討するために会合を招集する。締約国による別段の合意が
ある場合を除き、国際連合事務総長は、同一の目的で6年毎に更なる検討会合を招集する。

5  締約国会合及び検討会合には、この条約の締約国でない国並びに国際連合その他関連する国際機関、
地域的機関、赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社連盟及び関連する非政府機関を、オブザー
バーとして出席するよう招請する。

第9条（費用）
1  締約国会合、検討会合及び締約国の特別の会合の費用については、適切に調整された国際連合の

分担率に従い、締約国及びこれらの会合にオブザーバーとして参加するこの条約の締約国でな
い国が負担する。

2  この条約の第2条に基づく申告、第4条に基づく報告及び第10条に基づく提案された改正の送
付につき国際連合事務総長が要する費用は、適切に調整された国際連合の分担率に従って締約
国が負担する。

3  第4条に基づき必要とされる検証措置の実施に関する費用並びに核兵器その他の核爆発装置の
廃棄及び核兵器計画の除去（核兵器に関連するすべての施設の除去又は転換を含む。）に関する
費用は、これらが適用される締約国が負担する。

第10条（改正）
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1 いずれの締約国も、この条約が効力を生じた後いつでもこの条約の改正を提案することができ
る。提案された改正の条文については、国際連合事務総長に通報するものとし、同事務総長は、当
該条文をすべての締約国に送付し、当該提案を検討するべきか否かについての締約国の見解を
求める。締約国の過半数が当該提案を更に検討することを支持する旨を当該提案の送付の後90
日以内に同事務総長に通報する場合には、当該提案は、次回の締約国会合又は検討会合のいずれ
か最も早く開催される会合において検討される。

2 締約国会合又は検討会合は、締約国の3分の2の多数による賛成投票により採択される改正につ
き合意することができる。寄託者は採択された改正をすべての締約国に通報する。

3 改正は、改正の時点における締約国の過半数により改正の批准書又は受諾書が寄託された90日
の後、改正の批准書又は受諾書を寄託した締約国について効力を生ずる。その後、この改正は、改
正の批准書又は受諾書を寄託した他の締約国につき、その批准書又は受諾書が寄託された90日
の後効力を生ずる。

第11条（紛争の解決）
1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には、関係締約国は、交

渉によって又は国際連合憲章第33条に従い当該関係締約国が選択するその他の平和的手段によっ
て紛争を解決するために協議する。

2 締約国会合は、この条約及び国際連合憲章の関係規定に従って、あっせんを提供し、関係締約国
に対して当該関係締約国が選択する解決のための手続を開始するよう要請し及び合意された手
続に従って解決するための期限を勧告することによる貢献を含み、紛争の解決に貢献すること
ができる。

第12条（普遍性）
　締約国は、すべての国によるこの条約への普遍的な参加を得ることを目標として、この条約の締
約国でない国に対し、この条約を署名し、批准し、受諾し、承認し、又はこれに加入するよう奨励する。
第13条（署名）
　この条約は、2017年9月20日からニューヨークにある国際連合本部においてすべての国に署名
のために開放しておく。
第14条（批准、受諾、承認又は加入）
　この条約は、署名国によって批准され、受諾され又は承認されなければならない。この条約は加入
のために開放しておく。
第15条（効力発生）
1 この条約は、50番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後90日で効力を生ずる。
2 50番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後に批准書、受諾書、承認書又は

加入書を寄託する国については、この条約は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託され
た日の後90日で効力を生ずる。

第16条（留保）
　この条約の各条の規定については、留保を付することができない。
第17条（有効期間及び脱退）
1 この条約の有効期間は、無期限とする。
2 締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくして

いると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、
寄託者に対しその脱退を通知する。その通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める
異常な事態についても記載しなければならない。

3 脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日の後12箇月で効力を生ずる。ただし、脱退する締約国
が当該12箇月の期間の満了の時において、武力紛争の当事者である場合には、当該締約国は、武
力紛争の当事者でなくなる時まで、この条約の義務及び追加される議定書の義務に引き続き拘
束される。

第18条（他の協定との関係）

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
１
章
◉
軍
縮
全
般（
核
軍
縮
を
中
心
に
）

5050



7. 核兵器禁止条約発効を前にしたNATO理事会声明
TPNW発効を目前にした2020年12月15日、NATO（北太平洋条約機構）

理事会は、本条約は、厳しい安全保障環境を反映しておらず、検証のための明
確なメカニズムを欠き、核兵器を保有するいかなる国によっても署名されて
いないことから、改めて条約に反対するとの声明を発した。

❖核兵器禁止条約発効に際しての
NATO理事会声明❖

Guid
e

　この条約の実施は、締約国が当事国である既存の国際協定との関係で当該締約国が負う義務に影
響を及ぼすものではない。但し、当該義務がこの条約と両立する場合に限る。
第19条（寄託者）
　国際連合事務総長は、ここに、この条約の寄託者として指名される。
第20条（正文）
　この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とする。

訳注:他の軍縮条約との条文上の異同や関係を明確にするために、既存の公定訳における訳語をな
るべく採用した。但し、核兵器の”elimination”は「廃絶」とした（NPTの公定訳では「除去」）。

出典：日本反核法律家協会(JALANA)による暫定訳
http://www.hankaku-j.org/data/01/170720.pdf
アクセス日：2021年4月17日
原文： 国連軍縮局HP
https://undocs.org/A/CONF.229/2017/8
アクセス日：2021年4月17日

1. 核軍備管理、核軍縮、核不拡散の維持と強化へのコミットメントを再確認する。核兵器禁止条

約または禁止条約の発効が近づくにつれ、同条約は、ますます困難になる国際安全保障環境を反

映しておらず、既存の核不拡散と軍縮アーキテクチャとかけ離れているため、この条約に集団と

して反対することを繰り返し表明する。

2. 核軍備管理、核軍縮、および核不拡散は、NATOの安全保障目標の達成に不可欠な貢献をし

てきたし、今後も継続していく必要がある。NATOの同盟国は、個別的にも集団的にも、その

役割を果たしてきた長い実績があり、具体的で効果的な措置によって核軍縮の真の進展をもたら

す多くのイニシアチブを引き続き支援していく。我々は、核兵器のない世界の究極の目標に対し

て、核不拡散条約（NPT）第6条を含むすべての規定に完全に準拠し、国際的な安定を促進し、

すべての人の安全を損なうことのない原則に基き、これまで以上に効果的かつ検証可能な方法で

引き続き支援する。NPTは、核軍縮への唯一の信頼できる道であり続けている。我々は、発効後

50年間にNPTの下でなされたコミットメントを認識し、NPTの保持、普遍化、および完全な履

行に貢献することを決意する。次回のNPT再検討会議は、この目的のために国際社会に大きな機

会を提供する。他方、禁止条約は、検証のための厳密または明確なメカニズムを欠いており、核

兵器を保有するいかなる国によっても署名されておらず、したがって、たった一発の核兵器の廃

絶をもたらすことすらない。それは、50年以上にわたってNPTを中心に据え、それを支援する

IAEA保障措置体制により、世界的な核不拡散と核軍縮のアーキテクチャを損なうリスクを負っ

2020年12月15日
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